
さかた海鮮市場駐車場誘導業務委託【単価契約】仕様書 

 

１ 履行場所 

さかた海鮮市場駐車場（酒田市船場町二丁目５番１０号） 

 

２ 契約期間 

契約日から令和８年９月２３日 

 

３ 委託期間 

   令和８年４月２７日から令和８年９月２３日 

 

４ 業務内容 

   さかた海鮮市場駐車場周辺において、歩行者の安全を確保しながら自動車を誘導す

る。なお、当該駐車場が混雑した場合は、本港緑地公園駐車場に誘導すること。 

 

５ 業務実施予定日 

○４月２７日（月）、２８日（火）、２９日（水）、３０日（木）   ： ４日間 

○５月１日（金）、２日（土）、３日（日）、４日（月）、５日（火）、 

６日（水）                         ： ６日間 

○８月１１日（火）、１２（水）、１３日（木）、１４日（金）、 

１５日（土）、１６日（日）                  ： ６日間 

  ○９月１９日（土）、２０日（日）、２１日（月）、２２日（火）、２３日（水） 

                             ： ５日間 

合計：２１日間 

  ただし、実施予定時期の混雑状況によっては業務実施日数が増える場合がある。 

 

６ 業務時間 

   午前９時から午後４時まで 

 

７ 配置場所（図面は別添のとおり） 

Ａ：さかた海鮮市場前横断歩道 

Ｂ：山形県港湾事務所前横断歩道 

Ｃ：酒田市みなと市場前道路 

 

８ 配置人数 

  Ａ、Ｂ、Ｃ地点各 1名 

  （契約期間合計：３地点×１名×２１日間＝６３名） 

 

９ 契約方法 

   契約は、１名１日当たりの単価契約とする。 

 

10 検査 

本業務が完了したときは、受託者は委託者へ遅滞なく月ごとに実績報告書を提出す

ること。受託者は、最終月には業務完了報告書を提出し、委託者が行う検査を受けな

ければならない。 

 

11 委託料の支払い 

委託料は、業務完了後支払うものとする。受託者は、委託者が行う検査に合格した

ときは、実績に契約単価を乗じて算出される金額の委託料の請求書を提出できるもの

とし、委託者は正当な請求書を受理した日より起算して 30日以内に支払うものとする。 

 



12 その他 

   駐車場内で事故等が発生した場合は、受託者は関係機関に通報した上で応急対応を

行い、委託者に報告すること。 
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